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地
震
は
、
い
つ
・
ど
こ
に
来
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　

昨
年
は
、
東
北
地
方
で
大
き
な
地
震
が

あ
り
ま
し
た
。

　

当
町
で
も
東
海
地
震
を
は
じ
め
、
い
つ

大
き
な
地
震
が
来
て
も
お
か
し
く
な
い
状

況
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
気
象
庁
は
、

緊
急
地
震
速
報
を
提
供
（
平
成
十
九
年
十

月
一
日
開
始
）
し
て
い
ま
す
。
こ
の
情
報

は
、
地
震
に
よ
る
強
い
揺
れ
を
事
前
に
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
、
利
用
の
心
得
は
、

「
周
囲
の
状
況
に
応
じ
て
あ
わ
て
ず
に
ま

ず
自
分
の
身
を
守
る
」
こ
と
で
す
。

　

自
分
の
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
、
家
族
、
近
所
の
人
を
助
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

災
害
の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
消
防
機
関
な
ど
に
よ
る
十
分
な
防
災

活
動
は
、
す
ぐ
に
は
望
め
ま
せ
ん
。
建
物

の
倒
壊
に
よ
る
道
路
の
寸
断
、
交
通
渋

滞
、
通
信
回
線
の
混
乱
な
ど
が
救
助
活
動

を
妨
げ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
火
災
の
延
焼
を

防
ぎ
、
が
れ
き
の
下
敷
き
に
な
っ
た
人
を

助
け
出
し
て
傷
の
手
当
て
を
し
た
の
は
、

家
族
で
あ
り
近
所
の
人
で
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
か
ら
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
駆
け
つ
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
救
援
活
動

を
し
ま
し
た
。

　

大
震
災
の
被
災
地
の
中
で
も
、
日
ご
ろ

か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
が
盛
ん
だ
っ
た

地
区
ほ
ど
、
救
援
活
動
や
復
興
に
お
い
て

目
覚
し
い
活
動
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
非
常

時
に
自
主
的
な
防
災
活
動
が
効
果
的
に
さ

れ
る
た
め
に
は
、
平
常
時
か
ら
地
域
に
お

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
動
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
、
そ
し
て

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
を
き
っ
か
け

に
さ
ら
に
防
災
意
識
を
高
め
、
万
全
の
心

構
え
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

消
防
本
部
�
八
七
六－
〇
一
一
九
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防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日

　

十
一
月
十
五
日
、
福
祉
文
化
会
館
で
表
彰
式
（
功
労
者
、
交
通
安
全
・
地
域
安
全

標
語
優
秀
作
品
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

交
通
安
全
標
語
優
秀
作
品

小
学
校
の
部

最
優
秀　
　

あ
ぶ
な
い
よ　

車
が
く
る
よ　

ま
が
り
か
ど

 

藤
原　

夢
来
（
長
柄
小
四
年
）

優　

秀　
　

ハ
ッ
と
し
て　

ブ
レ
ー
キ
ふ
ん
で
も　

ま
に
あ
わ
な
い

 

福
本　

真
絵
（
上
山
口
小
三
年
）

中
学
校
の
部

最
優
秀　
　

ち
ょ
っ
と
し
た　

気
持
ち
の
ゆ
る
み
が　

事
故
の
も
と

 

齋
藤　

未
来
（
葉
山
中
一
年
）

優　

秀　
　

後
部
席　

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を　

わ
す
れ
ず
に

 

和
田
の
ぞ
み
（
葉
山
中
三
年
）

地
域
安
全
標
語
優
秀
作
品

小
学
校
の
部

最
優
秀　
　

あ
い
さ
つ
を　

す
れ
ば
広
が
る　

地
域
の
輪

 

松
田　

浩
翼
（
長
柄
小
六
年
）

優　

秀　
　

か
ぎ
か
け　

声
か
け　

さ
い
か
く
に
ん　

私
の　

ぼ
う
は
ん　

ま
ず
一
歩

 

福
本　

真
絵
（
上
山
口
小
三
年
）

中
学
校
の
部

最
優
秀　
　

あ
い
さ
つ
は　

犯
罪
を
な
く
す　

第
一
歩

 

福
井　
　

匠
（
葉
山
中
二
年
）

優　

秀　
　

声
か
け
て　

犯
罪
防
止　

地
域
の
目

 

矢
嶋　

桃
子
（
葉
山
中
三
年
）

平
成
二
十
年
度　

交
通
安
全
と
地
域
安
全
の
町
民
総
ぐ
る
み
大
会



７

お
知
ら
せ

三
時
は
除
く
。
受
付
は
十
五
時
ま
で
。

相
談
者
多
数
の
場
合
は
早
め
に
受
付
を

終
了
し
ま
す
。）

場
所　

保
育
園
・
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て

①
ｅ－

 
Ｔ
ａ
ｘ 
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

イ
ー 

タ　

ッ　

ク　

ス

　

平
成
二
〇
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告

を
本
人
の
電
子
署
名
と
電
子
証
明
書
を
添

付
し
、
ｅ－

T
a
x
を
利
用
す
る
と
、
所

得
税
額
か
ら
最
高
五
千
円
の
控
除
を
受
け

ら
れ
ま
す
（
平
成
十
九
年
分
の
確
定
申
告

で
本
控
除
の
適
用
を
受
け
た
人
は
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
）。

　

ｅ－

T
a
x
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
場
合
、
医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴

収
票
等
は
、
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信

し
、
記
載
や
提
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
確
定
申
告
期
限
か
ら
三
年
間
、

添
付
書
類
の
提
出
や
提
示
を
求
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

ｅ－

T
a
x

　
http://w

w
w
.e-tax.nta.go.jp

②
申
告
書
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
し
た
申
告
書

な
ら
郵
送
で
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

国
税
の
各
種
情
報
も
分
か
り
ま
す
。

国
税
庁　

http://w
w
w
.nta.go.jp

◆
所
得
税
の
確
定
申
告
を 

　

町
役
場
で
も
受
付

　

所
得
の
種
類
が
給
与
か
年
金
の
み
で
、

医
療
費
控
除
な
ど
の
諸
控
除
を
受
け
る
場

合
は
、
町
役
場
で
も
所
得
税
の
申
告
相
談

を
し
ま
す
。

期
間二

月
十
六
日（
月
）〜
三
月
十
六
日（
月
）

（
閉
庁
日
は
除
く
。）

時
間　

九
時
〜
十
六
時

（
十
二
時
〜
十
三
時
は
除
く
。）

場
所　

役
場
四
階
大
会
議
室

対
象
外　

事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
配

当
所
得
、
報
酬
に
係
る
雑
所
得
（
原
稿

料
や
講
演
料
等
）、
一
時
所
得
（
生
命
保

険
契
約
等
に
基
づ
く
一
時
金
等
）、
譲

渡
所
得
（
土
地
、
建
物
、
株
式
、
ゴ
ル

フ
会
員
権
等
）

災
害
や
盗
難
等
に
伴
う
雑
損
控
除
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
等

（
鎌
倉
税
務
署
で
申
告
相
談
を
し
て
く

だ
さ
い
。）

仮
収
受　

で
き
あ
が
っ
て
い
る
確
定
申
告

書
・
消
費
税
申
告
書
は
、
所
得
や
控
除

の
種
類
に
関
係
な
く
、
役
場
税
務
課
窓

口
で
二
月
二
日
（
月
）
か
ら
仮
収
受
し

ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課

　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

③
贈
与
税

　

二
月
二
日
（
月
）
〜
三
月
十
六
日
（
月
）

◆
年
金
受
給
者
・
新
規
住
宅
取
得
者 

　

な
ど
の
た
め
の
申
告
指
導
相
談
会

　

年
金
受
給
者
・
給
与
所
得
者
で
、
所
得

税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
等
の
還
付

申
告
を
す
る
人
が
申
告
相
談
で
き
ま
す
。

対
象
外　

事
業
・
不
動
産
・
譲
渡（
土
地
・
建

物
・
株
式
等
）
の
あ
る
人

日
時　

一
月
三
〇
日
（
金
）

　

九
時
三
〇
分
〜
十
六
時
三
〇
分

（
十
二
時
〜
十
三
時
は
除
く
。
相
談
者
多

数
の
場
合
は
早
め
に
受
付
を
終
了
し
ま

す
。）

場
所　

保
育
園
・
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

◆
税
理
士
会
が
行
う
小
規
模
納
税
者
等 

　

の
た
め
の
無
料
申
告
相
談
会

対
象
外　

譲
渡
所
得
が
あ
る
、
相
談
内
容

が
複
雑
、
所
得
金
額
が
高
額
の
場
合

（
税
務
署
で
指
導
を
受
け
る
か
、
税
理

士
の
有
料
相
談
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。）

日
時　

二
月
三
日
（
火
）・
四
日
（
水
）

　

九
時
三
〇
分
〜
十
六
時
（
十
二
時
〜
十

◆
確
定
申
告
書
は
、 

　

自
分
で
書
い
て
提
出
は
お
早
め
に

　

税
務
署
窓
口
で
、
所
得
税
・
贈
与
税
・

消
費
税
に
つ
い
て
の
相
談
と
申
告
書
の
受

付
を
し
ま
す
。
土
日
祝
日
は
開
署
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
二
月
二
二
日
（
日
）・
三
月

一
日
（
日
）
に
限
り
確
定
申
告
書
作
成
の

ア
ド
バ
イ
ス
や
申
告
書
の
受
付
を
し
ま

す
。

　

税
務
署
の
駐
車
場
は
四
月
中
旬
ま
で
利

用
で
き
ま
せ
ん
。
臨
時
駐
車
場
も
な
い
の

で
、
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
各
申
告
書
は
郵
送
、
税
務
署
の

時
間
外
収
受
箱
へ
の
投
函
で
提
出
で
き
ま

す
。

受
付
期
間

①
所
得
税

　

二
月
十
六
日（
月
）〜
三
月
十
六
日（
月
）

※
所
得
税
の
還
付
申
告
の
場
合
は
、
一
月

か
ら
申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

※
還
付
金
の
受
け
取
り
は
、
銀
行
・
郵
便

局
な
ど
の
預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
が

便
利
で
す
。

②
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）

　

一
月
五
日
（
月
）
〜
三
月
三
一
日
（
火
）

確定申告の準備をはじめましょう

鎌
倉
税
務
署

か
ら
の
お
知
ら
せ

問
合
せ　

鎌
倉
税
務
署 
個
人
課
税
第
一
部
門

�
〇
四
六
七－

二
二－

五
五
九
一
㈹
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◆
十
月
か
ら 

　

公
的
年
金
の
特
別
徴
収
を
開
始

　

公
的
年
金
受
給
者
の
納
税
の
便
宜
を
図

る
た
め
、
今
年
十
月
以
降
に
皆
さ
ん
が
受

給
す
る
公
的
年
金
か
ら
町
・
県
民
税
を
天

引
き
す
る
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す
。

対
象　

昨
年
老
齢
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
、

今
年
四
月
一
日
に
六
五
歳
以
上
の
人

※
以
後
、
前
年
に
老
齢
礎
年
金
等
を
受
給

し
、
そ
の
年
の
四
月
一
日
に

六
五
歳
以
上
の
人
が
対
象
に

な
り
ま
す
。

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
非

課
税
な
の
で
、特
別
徴
収
の
対

象
外
で
す
。

特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額　

公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
対
す

る
町
・
県
民
税
の
み

※
公
的
年
金
等
以
外
に
係
る
所

得
に
対
す
る
町
・
県
民
税
は

普
通
徴
収
で
納
め
ま
す
。
特

別
徴
収
と
普
通
徴
収
で
納
め

る
税
額
の
合
計
額
が
、
そ
の

年
度
の
町
・
県
民
税
額
で
す
。

ら
仮
徴
収
し
た
額
を
差
し
引
い
た
残
り
の

額
を
、
十
月
・
十
二
月
・
翌
年
二
月
の
公

的
年
金
受
給
時
の
三
回
に
分
け
て
、
特
別

徴
収
で
納
め
ま
す
。

◆
寄
附
金
控
除
が
大
幅
に
改
変

①
対
象
寄
附
金
・
控
除
額
等
が
拡
充

　

現
行
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
寄
附
金

（
神
奈
川
県
共
同
募
金
会
・
日
本
赤
十
字

社
神
奈
川
県
支
部
）
に
、
神
奈
川
県
や
葉

山
町
が
条
例
で
指
定
し
た
寄
附
金
が
加
わ

り
ま
す
（
今
年
一
月
一
日
以
降
の
寄
附
金

が
対
象
と
な
り
ま
す
）。

　

寄
附
金
控
除
対
象
の
下
限
額
に
つ
い
て

は
、
十
万
円
か
ら
五
千
円
へ
と
引
下
げ
ら

れ
ま
し
た
。

　

控
除
方
式
に
つ
い
て
は
、
所
得
控
除
か

ら
税
額
控
除
へ
と
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

②
地
方
公
共
団
体
へ
の
寄
附
金
が
変
わ
り

ま
す
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

都
道
府
県
や
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
附

金
は
、
こ
れ
ま
で
十
万
円
以
上
の
寄
附
金

が
控
除
の
対
象
で
し
た
が
、
五
千
円
以
上

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
寄
附
金
の
う
ち
五
千
円
を

超
え
る
部
分
に
つ
い
て
一
定
の
限
度
（
所

得
割
額
の
一
割
程
度
）
ま
で
所
得
税
と
あ

わ
せ
て
全
額
控
除
さ
れ
ま
す
。

特
別
徴
収
の
方
法

①
平
成
二
一
年
度
（
最
初
の
年
度
）

　

平
成
二
一
年
度
町
県
民
税
額
の
半
分
の

額
を
、
こ
れ
ま
で
通
り
六
月
と
八
月
の
二

回
に
分
け
て
普
通
徴
収
（
納
付
書
払
い
や

口
座
振
替
で
の
納
税
）
で
納
め
ま
す
。
そ

し
て
、
残
り
の
半
額
を
十
月
・
十
二
月
・

来
年
二
月
の
年
金
受
給
時
に
三
回
に
分
け

て
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
で

納
め
ま
す
。

②
平
成
二
二
年
度
（
次
の
年
度
）
以
降　

　

四
月
・
六
月
・
八
月
の
公
的
年
金
受
給

時
に
、
仮
徴
収
と
し
て
前
年
度
二
月
に
特

別
徴
収
し
た
額
と
同
額
を
特
別
徴
収
で
納

め
ま
す
。

　

そ
し
て
、
本
徴
収
と
し
て
、
年
税
額
か

　

平
成
二
〇
年
一
月
一
日
か
ら
十
二
月
三

一
日
ま
で
に
支
払
っ
た
介
護
保
険
料
や

サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）
が
、

所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
・
県
民
税
申
告

の
際
に
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◆
介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
料
や
健
康
保
険
料
の
社
会
保

険
料
は
、「
社
会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
で

す
。

注
意　

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）さ

れ
た
介
護
保
険
料
は
、
そ
の
年
金
受
給

者
本
人
の
納
付
と
な
り
ま
す
。従
っ
て
、

他
の
人
の
控
除
に
は
使
え
ま
せ
ん
。

対
象
金
額　

平
成
二
十
年
中
に
納
付
し
た

保
険
料
額

※
介
護
保
険
料
の
納
付
金
額
は
、
一
月
末

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

証
明
書
や
領
収
書

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
お
む
つ
代
は「
医
療
費
控
除
」の
場
合
も

　

寝
た
き
り
や
認
知
症
ま
た
は
治
療
上
お

む
つ
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
医
師
が

表①

年税額の半額年税額の半額納める税額

特別徴収（公的年金から３
回に分けて毎回天引き）

普通徴収（納付書
払い・口座振替）
第１期（６月末納
期限）・第２期（８
月末納期限）

徴 収 方 法

来年２月１２月１０月８月６月年金受給月

表②

特別徴収（公的年金から毎回天引き）徴収方法
（本徴収）（仮徴収）

納める税額

特別徴収（「新年度の
税額－仮徴収の税額」
の残額を３回に分け
て公的年金から毎回
天引き）

特別徴収（公的年金か
ら前年度の２月の納
税額と同額を毎回天
引き）

２月１２月１０月８月６月４月年金受給月

平
成
二
一
年
度

住
民
税
の
税
制
改
正

問
合
せ　

税
務
課

　

�
内
線
二
五
一
〜
二
五
三

介
護
保
険
に
関
す
る
費
用
を
確
定
申
告
す
る
に
は

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
一
〜
二
三
三



９

お
知
ら
せ

発
行
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
を
添

付
す
る
と
領
収
書
の
あ
る
お
む
つ
代
が
医

療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
か
か
り

つ
け
の
医
師
に
証
明
書
が
必
要
な
旨
を
申

し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
の

が
二
年
目
以
降
の
場
合
は
、「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」
に
代
え
て「
確
認
書
」を
、
町

が
発
行
で
き
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
ま
ず

は
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象　

二
十
年
中
に
か
か
っ
た
お
む
つ
代

申
告
に
必
要
な
も
の　

お
む
つ
使
用
証
明

書
か
確
認
書
、
領
収
書 

◆
要
介
護
者
は
「
障
害
者
控
除
・
特
別
障

害
者
控
除
」
対
象
の
場
合
も

　

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、「
年
齢
が
六
五
歳
以
上
で
、

精
神
又
は
身
体
に
障
害
が
あ
り
、
そ
の
障

害
の
程
度
が
障
害
者
に
準
ず
る
と
町
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
」
は
障
害
者
控
除
・

特
別
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

認
定
の
手
続
き　

要
介
護
認
定
訪
問
調
査

の
内
容
を
も
と
に
判
定
し
、
対
象
者
に

は
、
福
祉
課
で
「
障
害
者
控
除
・
特
別

障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
発
行

確定申告の準備をはじめましょう

施設介護サービス居宅（在宅）介護サービス

●次の施設サービス費
の自己負担額（介護
費用、居住費及び食
費）

①介護老人福祉施設
（特別養護老人ホー
ム）、地域密着型介
護老人福祉施設

②介護老人保健施設
③介護療養型医療施設
※②③については、診
療・治療上必要な「特
別室の使用料」も対
象です。

●「ケアプラン」に基づいた次の医療系
サービス（介護予防含む）
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション（デイケア）
・短期入所療養介護
（医療系施設のショートステイ）
●上記サービスと併せて利用した場
合は、次の福祉系サービスも対象
となります。（介護予防含む）
・訪問介護（生活援助を除く）
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護（デイサービス）
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
（福祉系施設のショートステイ）

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

施設の種類により異な
ります
①介護老人福祉施設は
自己負担額の２分の１

②介護老人保健施設は
自己負担額の全額

③介護療養型医療施設
は自己負担額の全額

居宅サービス費の自己負担額
（介護費用、短期入所療養介護の居
住費、通所リハビリテーション（デ
イケア）と短期入所療養介護の食費）

対
象
と
な
る
費
用

介護保険施設が発行し
た領収書

居宅サービス事業者が発行した領収
書

申告に必
要なもの

し
ま
す
。
福
祉
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

後
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の　

町
が
発
行
し
た
障

害
者
控
除
・
特
別
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書

◆
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
（
自
己
負
担
分
）

　

表
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
を
し
た
場
合
、
そ

の
領
収
書
内
の
「
医
療
費
控
除
の
対
象
と

な
る
金
額
」
が
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
で

戻
っ
て
き
た
金
額
は
、「
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
」
と
し
て
「
医
療
費

控
除
」
を
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

や
さ
し
い
税
ミ
ナ
ー
ル

テ
ー
マ　
「
確
定
申
告
書
の
書
き
方
」

日
時　

二
月
四
日
（
水
）

　

十
三
時
三
〇
分
〜
十
六
時
三
〇
分

場
所　

町
役
場
四
階
大
会
議
室

定
員　

三
〇
人
（
先
着
順
）

講
師　

鎌
倉
税
務
署
職
員

申
込
み
・
問
合
せ　

住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
を
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

　

生
涯
学
習
課　

�
内
線
七
二
三
〇

　

� 
八
七
六－

一
八
六
一

受
付　

一
月
六
日
（
火
）
十
時
か
ら

▼サービス利用料

「定額給付金」給付をよそおった振り込め 詐  欺  
さ ぎ

個人情報の 詐  取 にご注意ください
さ しゅ

　閣議決定した「定額給付金」は、現在、市区町村や総務

省が皆さんへ何らかの連絡をしたり、給付についての申請

等の手続きを求めたり、給付をしたりする段階ではありま

せん。

　もし、自宅や職場等に市区町村や総務省の職員を名乗っ

て電話がかかってきたり、郵便が届いたりしたら、迷わず、

市区町村や最寄りの警察署、または警察相談電話（�＃

９１１０）へご連絡ください。

　ＡＴＭを自分で操作して、他人からはもちろん、市区町

村や総務省からも、お金を振り込んでもらうことは絶対に

できません。

　また、「定額給付金」のために、市区町村や総務省が手

数料等の振り込みを求めることも、フリーダイヤル�０１２０
－△△△△△△へ電話するよう求めることもありません。

　そして、市区町村や総務省が、皆さんの家族構成や生年

月日を電話や手紙で確認することもありません。

　具体的な「定額給付金」の手続きや給付方法等が決まり次

第、報道機関や広報紙を通じてお知らせします。

総務省・警察庁


